
 

広島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一

部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年12月11日 

                        広島県公安委員会 

委員長 西  野  泰  代 

広島県公安委員会規則第12号 

広島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

規則等の一部を改正する規則 

 （広島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一

部改正） 

第１条 広島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 

（令和３年広島県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように

改正する。 
 

改 正 後 改 正 前 

  
（趣旨） 

第１条 この規則は、国家公安委員会の所管す
る法令に係る情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律施行規則（平成15年国家
公安委員会規則第６号）第11条並びに広島県
行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する条例（平成16年広島県条例第38号。以
下「情報通信技術利用条例」という。）及び
広島県行政手続等における情報通信の技術の
利用に関する条例施行規則（平成16年広島県
規則第67号。以下「情報通信技術利用規則」
という。）の規定に基づき、公安委員会等に
係る手続等を、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信技術を利用する方法に
より行う場合に関し、必要な事項を定めるも
のとする。 

２ 略 
 
（定義） 

第２条 略 
(１) 公安委員会等 広島県公安委員会（以 
下「公安委員会」という。）、広島県警察 
本部長（以下「警察本部長」という。）及 
び警察署長をいう。 

(２) 略 
 (３) 電子署名 情報通信技術利用規則第２

条第２項第１号に規定する電子署名をいう。 
 
(４) 電子証明書 情報通信技術利用規則第 
２条第２項第２号に規定する電子証明書を 
いう。 

（趣旨） 
第１条 この規則は、国家公安委員会の所管す
る法令に係る情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律施行規則（平成15年国家
公安委員会規則第６号）第11条及び広島県行
政手続等における情報通信の技術の利用に関
する条例（平成16年広島県条例第38号。以下
「情報通信技術利用条例」という。）の規定
に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信技術を利用する方法により行う場合に関
し、必要な事項を定めるものとする。 
 
 
 
 

２ 略 
 
（定義） 

第２条 略 
(１) 公安委員会等 広島県公安委員会、広 
島県警察本部長及び警察署長をいう。 
 
 

(２) 略 
 (３) 電子署名 電子署名及び認証業務に関 

する法律（平成12年法律第102号）第２条第 
１項に規定する電子署名をいう。 

(４) 電子証明書 電子署名を行う者が電子 
署名を行ったものであることを確認するた 
めに用いられる事項がこれらの者に係るも 



 

 
 
(５) 略  
(６) 処分通知等 情報通信技術活用法第３ 
条第９号及び情報通信技術利用条例第２条 
第７号に規定する処分通知等をいう。 

２ 略 
 
（対象手続等の公表） 

第３条 公安委員会は、情報通信技術活用法第
６条第１項若しくは第７条第１項又は情報通
信技術利用条例第３条第１項若しくは第４条
第１項の規定により情報通信の技術を利用す
る方法により行うことができる手続等につい
て、インターネットの利用その他の方法によ
り公表するものとする。 

 
 
 
 （電子情報処理組織を使用する方法により行 
う申請等） 

第４条 情報通信技術活用法第６条第１項又は
情報通信技術利用条例第３条第１項の規定に
より電子情報処理組織を使用する方法により
申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係
る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る
電子計算機（公安委員会等の使用に係る電子
計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正
常に通信できる機能及び接続した際に公安委
員会等から付与されるプログラムを正常に稼
働させられる機能（公安委員会等からプログ
ラムが付与される場合に限る。）を備えたも
のに限る。）とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織を使用する方法により、申請
等を行わなければならない。 

２ 前項に規定する者は、申請等に係る事項を
当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機
から入力し、申請等を行わなければならない。 

 
 
 
３ 第１項に規定する者は、当該申請等を書面
等により行うときに併せて提出すべきことと
されている書面等又は電磁的記録に記載され、
若しくは記録されている事項又はこれらに記
載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて
入力しなければならない。 

 
４ 前項の場合において、書面等に記載されて
いる又は記載すべき事項をデジタルカメラ、
スキャナその他の画像読取装置を用いてファ
イルに記録して入力するときは、当該ファイ
ルにその情報を記録した日時を記録して行わ
なければならない。 

 

のであることを証明するために作成する電 
磁的記録をいう。 

(５) 略 
 
 
 
２ 略 
 
（対象となる手続等） 

第３条 情報通信技術活用法第６条第１項又は
情報通信技術利用条例第３条第１項の規定に
より電子情報処理組織を使用する方法により
行うことができる申請等は、別表第１の左欄
に掲げる法令の同表の右欄に掲げる規定に基
づく申請等（次条第９項に規定する電子情報
処理組織を使用する方法により行うことが困
難又は著しく不適当と認められる部分を除く。）
とする。 

 
 （電子情報処理組織を使用する方法により行 
う申請等） 

第４条 情報通信技術活用法第６条第１項又は
情報通信技術利用条例第３条第１項の規定に
より申請等を行う者は、公安委員会等の使用
に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に
係る電子計算機（公安委員会等の使用に係る
電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、
正常に通信できる機能及び接続した際に公安
委員会等から付与されるプログラムを正常に
稼働させられる機能（公安委員会等からプロ
グラムが付与される場合に限る。）を備えた
ものに限る。）とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法により、申
請等を行わなければならない。 

 
２ 前項に規定する者は、申請等を書面等によ
り行うときに法令の規定により書面等に記載
すべきこととされている事項その他公安委員
会等が必要と認める事項を、当該申請等を行
う者の使用に係る電子計算機から入力し、又
は送信しなければならない。 

３ 第１項に規定する者は、公安委員会等が定
めるところにより、当該申請等を書面等によ
り行うときに併せて提出すべきこととされて
いる書面等又は電磁的記録に記載され若しく
は記録されている事項又はこれらに記載すべ
き若しくは記録すべき事項を、併せて入力し、
又は送信しなければならない。 

４ 公安委員会等は、前項に規定する者（同項
の規定に基づき、書面等に記載され又は記載
すべき事項をスキャナ（これに準ずる画像読
取装置を含む。）により読み取ってできた電
磁的記録を入力し、又は送信しようとする者
に限る。）に、当該電磁的記録に当該電磁的
記録を作成した年月日時を記録させることが



 

 
５ 第２項及び第３項の規定により申請等を行
う者は、当該申請等に係る事項についての情
報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電
子証明書であって次の各号のいずれかに該当
するものと併せてこれを送信しなければなら
ない。ただし、次項に規定する措置を講ずる
場合は、この限りではない。 

 
 
 
(１) 略 
(２) 電子署名及び認証業務に関する法律（平 
成12年法律第102号）第４条第１項の認定を 
受けた者が発行した電子証明書 

(３) 略  
 
 
６ 前項ただし書に規定する措置は、公安委員
会が指定する申請等ごとに、公安委員会によ
り付された識別符号及び暗証符号を入力する
措置その他の当該申請等の性質に照らして適
切な措置としてそれぞれ公安委員会が指定す
る措置とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 第３項の場合において、公安委員会等は、
当該申請等を行う者の定款に記載された事項
をインターネットを利用して公衆が閲覧する
ことができる状態に置いている場合であって、

できる。 
５ 第２項及び第３項の規定により申請等を行
う者は、入力し、又は送信する事項について
の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係
る電子証明書であって次の各号のいずれかに
該当するもののうち、公安委員会等の使用に
係る電子計算機から認証することのできるも
のと併せてこれを送信しなければならない。
ただし、次項に規定する方法により当該申請
等を行った者を確認するための措置を講ずる
場合は、この限りではない。 
(１) 略  

 
 
 
(２) 略  
(３) 前２号に規定するもののほか、公安委 
員会等が指定する電子証明書 

６ 前項ただし書に規定する措置は、次の各号 
のいずれかとする。 
 
 
 
 
(１) 別表第２の左欄に掲げる法令の同表の 
右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場 
合において、不特定の者によって受信され 
ることを目的とする電気通信（電気通信事 
業法（昭和59年法律第86号）第２条第１号 
に規定する電気通信をいう。以下この項に 
おいて同じ。）の送信（公衆によって直接 
受信されることを目的とする電気通信の送 
信を除く。）の用に供される電気通信設備 
のうち当該申請等の用に供する部分（以下 
この項において「申請部分」という。）を 
インターネットにおいて識別することがで 
きる文字、番号、記号その他の符号であっ 
て、申請等を行う者の電子メールアドレス 
（特定電子メールの送信の適正化等に関す 
る法律（平成14年法律第26号）第２条第３ 
号に規定する電子メールアドレスをいう。） 
ごとに異なるものとなるように、有効期間 
を定めて割り当てられるもの（以下この項 
において「ワンタイムURL」という。）を受 
信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分 
に接続する措置 

(２) 別表第３の左欄に掲げる法令の同表の 
右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場 
合において、あらかじめ付与された識別符 
号及び暗証符号を用いて申請部分に接続す 
る措置 

 
 
 
 



 

公安委員会等が当該事項を確認するために必
要な事項を当該申請等に併せて入力するとき
は、当該申請等について規定した法令の規定
にかかわらず、当該定款に記載された事項の
入力を要しないこととすることができる。 

８ 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数
通必要とする申請等を行う者が、第２項及び
第３項の規定に基づき当該数通の書面等のう
ち一つに記載されている事項又はこれらに記
載すべき事項を入力した場合は、その他の同
一内容の書面等に記載されている事項又はこ
れらに記載すべき事項が入力されたものとみ
なす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（申請等に係る署名等に代わる措置） 

第５条 情報通信技術活用法第６条第４項に規 
定する氏名又は名称を明らかにする措置は、 
申請等に係る事項についての情報に電子署名 
を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前 
条第５項に定める電子証明書に限る。）と併 
せてこれを送信する措置及び前条第６項に規 
定する措置とする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

７ 法令の規定により同一内容の書面等を数通
必要とする申請等を行う者が、第２項及び第
３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち
一つに記載されている事項又はこれらに記載
すべき事項を入力し、又は送信した場合は、
その他の同一内容の書面等に記載されている
事項又はこれらに記載すべき事項が入力し、
又は送信されたものとみなす。 

８ 情報通信技術活用法第６条第６項に規定す
る電子情報処理組織を使用する方法により申
請等を行うことが困難又は著しく不適当と認
められる部分がある場合は、次に掲げる場合
とする。 
(１) 申請等をする者について対面により本
人確認をする必要があると公安委員会等が
認める場合 

(２) 申請等に係る書面等のうちにその原本
を確認する必要があると公安委員会等が認
める場合 

(３) 前２号に掲げるほか、申請等の全部を
電子情報処理組織を使用する方法により行
うことが不可能又は申請等に係る利便性を
著しく損なう場合 

９ 情報通信技術利用条例第３条第１項の規定
による申請等において、電子情報処理組織を
使用する方法により行うことが困難又は著し
く不適当と認められる部分がある場合（前項
各号に掲げる場合に限る。）は、当該申請等
のうち当該部分以外の部分につき、第１項か
ら第７項までの規定を適用する。 

10 前２項に規定する電子情報処理組織を使用
する方法により行うことが困難又は著しく不
適当と認められる部分がある場合において、
当該部分に関する書面等を提出しようとする
ときは、公安委員会等が指定する文字、番号
又は記号その他の符号を明らかにしてしなけ
ればならない。 

 
（署名等に代わる措置） 

第５条 情報通信技術活用法第６条第４項及び
情報通信技術利用条例第３条第４項に規定す
る氏名又は名称を明らかにする措置は、申請
等に係る事項についての情報に電子署名を行
い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第
５項に定める電子証明書に限る。）と併せて
これを送信する措置とする。ただし、別表第
２及び別表第３の左欄に掲げる法令の同表の
右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合
において、前条第２項の規定により氏名又は
名称を入力し、又は送信する場合は、この限



 

 
 
 （申請等のうちに電子情報処理組織を使用す
る方法により行うことが困難又は著しく不適 
当と認められる部分がある場合） 

第６条 情報通信技術活用法第６条第６項に規 
定する申請等のうちに電子情報処理組織を使 
用する方法により行うことが困難又は著しく 
不適当と認められる部分がある場合は、次に 
掲げる場合とする。 
(１) 申請等をする者について対面により本 
人確認をする必要があると公安委員会又は 
警察本部長が認める場合 

(２) 申請等に係る書面等のうちにその原本 
を確認する必要があると公安委員会又は警 
察本部長が認める場合 

(３) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が 
大量であるため、第４条第２項又は第３項 
の規定による入力が困難である場合 

(４) 前３号に掲げるほか、申請等の全部を 
電子情報処理組織を使用する方法により行 
うことが不可能又は申請等に係る利便性を 
著しく損なう場合 

２ 前項の場合において、申請等（電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難
又は著しく不適当と認められる部分に限る。）
は、電子情報処理組織を使用して申請等（当
該部分を除く。）を行った日から１週間以内
にしなければならない。 

３ 第１項の場合において、第４条第２項及び
第３項の規定により申請等を行う者は、書面
等（電子情報処理組織を使用する方法により
行うことが困難又は著しく不適当と認められ
る部分に係るものに限る。）を提出しようと
するときは、公安委員会又は警察本部長が指
定する文字、番号又は記号その他の符号を明
らかにしなければならない。 

 
 （処分通知等の手続） 
第７条 公安委員会等は、情報通信技術活用法 
第７条第１項又は情報通信技術利用条例第４ 
条第１項の規定により電子情報処理組織を使 
用する方法により処分通知等を行う場合は、 
公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分 
通知等を受ける者の使用に係る電子計算機（公 
安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通 
信回線を通じて接続でき、正常に通信できる 
機能を備えたものに限る。）とを電気通信回 
線で接続した電子情報処理組織を使用する方 
法により、処分通知等を行わなければならな 
い。 

２ 公安委員会等は、前項の場合には、当該処
分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る
電子計算機から入力して、処分通知等を行わ
なければならない。 

りではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

３ 前項の場合において、公安委員会等は、公
安委員会又は警察本部長が定める場合を除き、
当該処分通知等に係る事項についての情報に
電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証
明書と併せてこれを送信するものとする。 

 
 （処分通知等を受ける旨の表示の方式） 
第８条 情報通信技術活用法第７条第１項ただ
し書に規定する方式は、次の各号に掲げるい
ずれかの方式とする。 
(１) 処分通知等に係る電子情報処理組織を 
使用して行う識別符号及び暗証符号の入力 

(２) 電子情報処理組織を使用する方法によ 
り処分通知等を受けることを希望する旨の 
届出 

２ 前項第２号の届出は、第４条２項に規定す
る方法によって、公安委員会等に届け出るも
のとする。 

３ 情報通信技術利用規則第５条第２項に規定
する方法は、第１項第２号及び前項に規定す
る方式とする。 

 
（処分通知等に係る署名等に代わる措置） 

第９条 情報通信技術活用法第７条第４項に規
定する氏名又は名称を明らかにする措置は、
処分通知等に係る事項についての情報に電子
署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書
と併せてこれを送信する措置その他処分通知
等を行った者を確認するための措置として公
安委員会又は警察本部長が定める措置とする。 

 
 （処分通知等のうちに電子情報処理組織を使
用する方法により行うことが困難又は不適当
と認められる部分がある場合） 

第10条 情報通信技術活用法第７条第５項に規
定する処分通知等のうちに電子情報処理組織
を使用する方法により行うことが困難又は著
しく不適当と認められる部分がある場合は、
次に掲げる場合とする。 
(１) 処分通知等を受ける者について対面に 
より本人確認をする必要があると公安委員 
会又は警察本部長が認める場合 

(２) 処分通知等に係る書面等のうちにその 
原本を交付する必要があるものがあると公 
安委員会又は警察本部長が認める場合 

 
（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、公安委
員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報の技術を利用する方
法により行う場合に必要な事項は、公安委員
会に係るものは公安委員会が、警察本部長及
び警察署長に係るものは警察本部長が別に定
める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、公安委
員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報の技術を利用する方
法により行う場合に必要な事項は、広島県公
安委員会に係るものは広島県公安委員会が、
広島県警察本部長及び警察署長に係るものは
広島県警察本部長が別に定める。 

  



 

  別表第１から別表第３までを削る。 

（広島県公安委員会に対する審査請求に関する規則の一部改正） 

第２条 広島県公安委員会に対する審査請求に関する規則（平成28年広島県公安委員会規則

第６号）の一部を次のように改正する。  

別記様式第８号を次のように改める。  



 

様式第８号（第９条関係）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注 不要の文字は、消すこと。 

別記様式第18号中「（参加人）の」を「の」に改める。 

別記様式第24号中「（参加人）の」を「の」に改め、「４ 参考人」の次に「（鑑定を 

求める者）」を加える。 

 

 

参 加 申 立 書 

 

   年  月  日 

  

広島県公安委員 会  様 

 

参加申立人  

住 所 

氏 名 

連絡先 

 

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第３項の規定により読み替えて適用する 

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第106条第２項の規定により読み 

同法第13条第１項                                               

替えて適用する行政不服審査法（平成26年法律第68号）第13条第１項   

次のとおり参加申立てをします。 

 
 

審 査 請 求 の 件 名 

及び審査請求年月日 

 

審 査 請 求 人 の 

住 所 （ 居 所 ） 

及び氏名（名称 ）   

 

参加申立ての理由 

 

そ の 他 参 考 事 項 

 

 

の規定により、 

  



 

  別記様式第28号中「（参加人）の」を「の」に改める。 

  別記様式第31号中「なる審理関係人」の次に「の住所（居所）、氏名（名称）等」を加

える。 

別記様式第38号中 
 

３ 提出書類等の写しの交付に係る手数料の減免について 

 (1) 理由 

 

 (2) 添付書類 

 

 

を 

 
 ３ 交付の方法等 

 

 

４ 提出書類等の写しの交付に係る手数料の減免について 

 (1) 理由 

 

 (2) 添付書類 

 

 

に改め、同様式注２中「３」を「４」に改める。 

（広島県道路交通法施行細則の一部改正） 

第３条 広島県道路交通法施行細則（昭和35年広島県公安委員会規則第15号）の一部を次の 

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 
（駐車禁止場所又は時間制限駐車区間におけ 
る駐車の許可） 

第６条 略 
２～７ 略 
８ 前項の規定による駐車許可証の交付が広島
県行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する条例（平成16年広島県条例第38号）
第４条第１項の規定により電子情報処理組織
を使用して行われた場合は、当該駐車許可証
の交付を受けた者は、次項の規定に基づく掲
示その他の正当な目的のために当該駐車許可

 
（駐車禁止場所又は時間制限駐車区間におけ 
る駐車の許可） 

第６条 略 
２～７ 略 
 
 
 
 
 
 
 

「 

」 

」 

「 



 

証の複製を作成するときであって当該複製が
当該駐車許可証の交付を受けた者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイル又はその
者の管理する電磁的記録媒体に記録されると
きを除き、当該駐車許可証に係る電磁的記録
を複製し、又は複製させてはならない。 

９ 第７項の規定による駐車許可証の交付を受
けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を
受けた場所に駐車させている間、当該駐車許
可証（前項に規定する場合にあっては、当該
駐車許可証を電子計算機の映像面、書面その
他の物に表示したもの）を当該車両の前面の
見やすい箇所に掲示しなければならない。 

10 略 
 
（安全運転管理者等の届出） 

第10条の２ 法第74条の３第５項の規定による
安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下
「安全運転管理者等」という。）の選任又は
解任の届出は、安全運転管理者にあっては別
記様式第８号による届出書を、副安全運転管
理者にあっては別記様式第９号による届出書
を所轄警察署長を経由して公安委員会に提出
して行うものとする。 

２ 略 
(１) 戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証 
の表側及び裏側の写し又は行政手続におけ 
る特定の個人を識別するための番号の利用 
等に関する法律（平成25年法律第27号）第 
２条第７項に規定する個人番号カード（以 
下「個人番号カード」という。）の表側の 
写し  

(２) 施行規則第９条の９第１項第２号の教 
習を修了した者にあっては別記様式第10号 
による教習修了証書（次条において「教習 
修了証書」という。）の写し、施行規則第 
９条の９第１項第２号又は第２項第２号の 
認定を受けた者にあっては別記様式第11号 
による資格認定書（第10条の４において「資 
格認定書」という。）の写し 

(３) 略  
３ 自動車の使用者は、安全運転管理者等に係 
る届出事項（施行規則第９条の12第１号、第 
２号、第４号及び第５号に掲げる事項に限る。） 
に変更があったときは、変更があった日から 
15日以内に当該変更に係る事項を届け出なけ 
ればならない。 

４ 略 
 
（免許条件の解除等） 

第16条 法第91条の規定により免許の条件を付
された者がその解除又は変更を受けようとす
るときは、運転免許証（以下「免許証」とい
う。）又は法第95条の２第４項に規定する免
許情報記録個人番号カード（以下「免許情報

 
 
 
 
 
 
８ 第１項又は第２項の駐車許可を受けた者は、 
当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所 
に駐車させている間、前項の駐車許可証を車 
両前面の見やすい場所に掲示しなければなら 
ない。 
 

 
９ 略 
 
（安全運転管理者等の届出） 

第10条の２ 法第74条の３第５項の規定による
安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下
「安全運転管理者等」という。）の選任又は
解任の届出は、別記様式第８号による届出書
を所轄警察署長を経由して公安委員会に提出
して行うものとする。 

 
 
２ 略 
(１) 戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証 
の表側及び裏側の写し又は法第95条の２第 
４項に規定する免許情報記録個人番号カー 
ド（以下「免許情報記録個人番号カード」 
という。）の表側の写し 
 
 

(２) 施行規則第９条の９第１項第２号の教 
習を修了した者にあつては別記様式第10号 
による教習修了証書（次条において「教習 
修了証書」という。）の写し、施行規則第 
９条の９第１項第２号又は第２項第２号の 
認定を受けた者にあつては別記様式第11号 
による資格認定書（第10条の４において「資 
格認定書」という。）の写し 

(３) 略  
３ 自動車の使用者は、安全運転管理者等に係 
る届出事項（施行規則第９条の12第１号、第 
２号、第４号及び第５号に掲げる事項に限る。） 
に変更があつたときは、変更があつた日から 
15日以内に当該変更に係る事項を届け出なけ 
ればならない。 

４ 略 
 
（免許条件の解除等） 

第16条 法第91条の規定により免許の条件を付
された者がその解除又は変更を受けようとす
るときは、運転免許証（以下「免許証」とい
う。）又は免許情報記録個人番号カード（そ
の者が免許証及び免許情報記録個人番号カー



 

記録個人番号カード」という。）（その者が
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有
する場合は、免許証及び免許情報記録個人番
号カードの両方）を提示して、申請書（様式
は、施行規則第18条の６第２項の運転免許条
件申請書の様式を準用するものとする。）を
運転免許課長又は住所地を管轄する署長を経
由して公安委員会に提出し、審査を受けるも
のとする。 

２～５ 略 
 
（運転経歴証明書交付申請書等） 

第21条の２ 略 
２ 略 
３ 略 
(１) 略 
(２) 運転経歴情報が記録された個人番号カ 
ードを亡失し、又は滅失した等の理由によ 
り、再度運転経歴情報の記録を受けようと 
する場合 

 
 
 
(３) 略 

４ 略 

ドを有する場合は、免許証及び免許情報記録
個人番号カードの両方）を提示して、申請書
（様式は、施行規則第18条の６第２項の運転
免許条件申請書の様式を準用するものとする。）
を運転免許課長又は住所地を管轄する署長を
経由して公安委員会に提出し、審査を受ける
ものとする。 

 
 
２～５ 略 
 
（運転経歴証明書交付申請書等） 

第21条の２ 略 
２ 略 
３ 略 
(１) 略 
(２) 運転経歴情報が記録された個人番号カ  
 ード（行政手続における特定の個人を識別 
するための番号の利用等に関する法律（平 
成25年法律第27号）第２条第７項に規定す 
る個人番号カードをいう。）を亡失し、又 
は滅失した等の理由により、再度運転経歴 
情報の記録を受けようとする場合 

(３) 略 
４ 略 

  

別記様式第８号及び別記様式第９号を次のように改める。  



 

様式第８号（第10条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９号（第10条の２関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別記様式第13号を次のように改める。 

 

 



 

乗 用 

様式第13号(第10条の４関係) 

安全運転管理者等資格認定申請書 

   年  月  日 

広島県公安委員会 様 

申 請 者  
職  種 

職・氏名 

 

次の者を当         の 
安全運転管理者 

副安全運転管理者 
に選任したので、認定くださるよう 

申請します。 

 

選 任 し よ う

と す る 者 

職 名 
 

氏 名                  年  月  日生 

選 任 をし よ う

と す る 者 の

経 験 年 数 等 

 

１ 自動車の運転の管理に関する実務経験年数 

 

 

２ 自動車の運転経験年数 

 

 

３ その他（ 
安 全 運 転 管 理 者 

副安全運転管理者 
として適当であると認められる理由） 

  

自 動 車 台 数 

 
大型   台 

中型   台 

準中型  台 

普通   台 

軽    台 

 大型    台 

中型    台 

準中型   台 

普通    台 

軽     台 

大型特殊  台 

小型特殊  台 

自二    台 

運 転 者 数 人  

 

「男 

          女」 

別記様式第17号の５及び別記様式第17号の５の２に注として次のように加える。 

別記様式第14号中    を削る。 

貨 物 



 

  注 不要の文字は、消すこと。 

別記様式第19号の８を次のように改める。 

様式第19号の８(第21条の11関係) 

 手数料欄 

 

 
年  月  日     

 
 広島県公安委員会 様 
 

                
氏   名 

 
生 年 月 日 

 
電 話 番 号  

 

 
 

指定自動車教習所職員講習受講申出書 
 
 

 道路交通法第108条の２第１項第９号に規定する講習を受けますので、講習手数料 

を添えて申し出ます。 
 

 

職員区分 教習指導員 技能検定員 

卒業証明書又は

修了証明書の発

行に関し監督的

な地位にあり、

かつ、管理者を

直接補佐する指

定自動車教習所

の職員  

 

 

注 職員区分の欄は、該当する区分を○で囲むこと。 

附 則 

（施行期日） 

１ この公安委員会規則は、令和７年12月15日（次項において「施行日」という。）から施



 

行する。 

（広島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一

部改正に伴う経過措置） 

２ この公安委員会規則による改正後の広島県公安委員会等に係る行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する規則第６条第２項の規定は、同項に規定する日が施行日以後で

ある申請等について適用する。 

（様式に関する経過措置） 

３ この公安委員会規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、当分の間、この公安委員会規則による改正後の様式によるものとみ

なす。 

４ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。  


